
公益財団法人広島市みどり生きもの協会一般事業主行動計画（第４期） 

 

 

第１ 総 論 

１ 計画の趣旨 

この計画は、子育てを行う本協会職員（以下「職員」）が仕事と子育てを両立させることがで

き、職員全員が働きやすい環境を作ることによって、全ての職員がその能力を発揮できるように 

するため、次のとおり行動計画を策定する。 

 

２ 計画期間 

この計画は、令和２年（２０２０年）４月１日から令和７年（２０２５年）３月３１日までの 

５年間を計画期間とする第４期計画として策定する。 

 

３ 対象職員 

公益財団法人広島市みどり生きもの協会就業規則第２条に規定する職員（臨時職員を除く）と 

する。 

 

４ 計画の推進 

この計画は、緑化管理部経営企画課を中心として、各園及び昆虫館が協力してその推進に努め 

るものとする。 

また、計画の実施状況や社会経済情勢の変化を踏まえ、必要に応じ、内容の見直しを行うもの 

とする。 

 

第２ 具体的取組 

   次のとおり、当該計画期間内に達成する目標を定めて取り組む。 

【目標１】 

 計画期間内の育児休業の取得状況を次の水準にするとともに、子の看護休暇などの特別休

暇を取得しやすい職場環境を整える。 

 ① 女性職員について、育児休業の取得率を１００％とする。 

② 男性職員について、育児休業の取得率を１０％とする。 

③ 育児休業の取得の申出があった場合には、必要に応じて所属内の業務分担の見直しな 

どを行う。 

 ＜対策＞ 

○ 子育て支援に関する国の取組並びに広島市及び広島市関係団体の取組状況に関する情報を 

各園館へ提供し、育児休業を取得しやすい職場環境づくりに取り組むよう要請する。（特に男 

性職員の育児休業の取得を重点に取り組む） 

○ 所属長は、職員から育児休業の取得の申出があった場合には、必要に応じて所属内の業務分 

担の見直しを行うなど職員が育児休業を取得しやすい環境づくりに努める。 

  ○ 職員が安心して育児休業を取得するため、育児休業期間中には代替臨時職員の雇用を行う。 

 

【目標２】 

 男性職員の特別休暇の取得状況を次の水準以上とする。 

 ① 育児参加休暇の完全取得率を５０％とする。 

② 配偶者が出産する場合の出産補助休暇の完全取得率を 

ア 第１子   ３日以内 １００％ 

イ 第２子以降 ５日以内  ５０％ 

とする。 

③ 配偶者の出産時における父親の連続１週間以上の休暇取得者を、１人以上とする。 



 

＜対策＞ 

○ 子育て支援に関する国の取組並びに広島市及び広島市関係団体の取組状況に関する情報を  

各園館へ提供し、特別休暇を取得しやすい職場環境づくりに取り組むよう要請する。（特に男 

性職員の育児休業の取得を重点に取り組む） 

○ 職員に対し、当協会の子育て支援に関する諸制度を周知し、利用の促進を図る。 

○ 特別休暇の取得状況を必要に応じて幹部会へ報告し、所属長や各職員の意識啓発に努める。 

  

【目標３】 

超過勤務の縮減を次の水準以上とする。 

  職員一人あたりの超過勤務時間数（１月平均）を、１０％削減する。 

   常勤職員  平成３０年度実績 １６．８Ｈ→ 計画最終年度目標 １５．１Ｈ 

非常勤職員 平成３０年度実績 ２１．５Ｈ→ 計画最終年度目標 １９．３Ｈ 

 ＜対策＞ 

○ 所属長は、働き方改革関連法の成立による労働基準法の改正により時間外勤務の上限規制の 

制度が導入された趣旨を念頭に、徹底した業務内容の見直しを行うとともに、超過勤務の削減 

に向けて、計画的に業務を遂行するよう職員一人ひとりを指導する。 

○ 職員は、日頃から常にコスト意識を持ち、効率的な業務の遂行及び超過勤務の削減に努める。 

○ 超過勤務の状況を適宜幹部会へ報告し、超過勤務の縮減に向けた意識の啓発を図る。 

○ 所属長は、過重勤務職員のメンタルヘルスケアの推進に取り組む。 

○ 所属長は、定時退勤に努めるとともに、定時退勤時刻以降は会議や打合せを控えるなど、職 

員が退勤しやすい環境づくりに努める。 

 

【目標４】 

職員の年次有給休暇の取得率 (年次有給休暇の１年間の付与日数に対する取得日数の割合)

を、７０％以上とする。 

 通常勤務   １４日（１年間の付与日数２０日） 

変則勤務 １０．５日（１年間の付与日数１５日） 

＜対策＞ 

○ 労働基準法の改正により、年次有給休暇の日数のうち年５日を取得させることが必要とな 

ったことから、各職員の前年取得実績を点検し、年度当初に各職員が取得目標を設定するとと 

もに年次有給休暇取得計画表（年間）を作成し、計画的に年次有給休暇を取得する。 

○ 各所属長は、９月末又は１２月末等の時点で職員の年次有給休暇取得状況を確認し、年５日 

の取得が未達成の職員に対し、所属長が職員の意見を聴取して再度取得計画を調整し、それで 

も取得計画が困難と想定される場合、職員の意見を聴取して年次有給休暇の時季指定を行い、 

確実に年次有給休暇を取得させる。 

○ 所属長は率先して休暇を取得するとともに、職場内において事務処理の相互応援体制を整え 

るなど、職員が休暇を取得しやすい環境づくりに努める。 

 


